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貴社 か らの 5月 16日 付 回答 書 を拝 見 しま した。

当法人 か らの質 問に対応 して ,役務提供 まで の概 要 を図 と して示 していただ
いた うえで ,キ ャ ンセル 料 の例 を具体 的 に時系列 に沿 つて ご説 明いただ き,あ
りが と うご ざい ま した。

貴社 にお い て , 自主的 に規 定 を変 更す る こ とと され ,そ の 内容 を ご説 明いた
だ きま した ので ,当 法人 と して は ,そ の内容 に全 く問題 がない と考 え るわ けで
は あ りませ ん が ,基本 的 に貴社 とのや りと りを終 了 したい と考 えてい ます。

ただ ,そ の前 に ,以 下 の 2点 につ き確認 したい と思 い ます。

1。 当法人 と して は,キ ャンセル 料 を具体 的 に時系列 に沿 つて表 に して いただ
いた こ ととで ,そ の内容 を理解 す る こ とはで きま した。

しか しなが ら,こ の よ うな規 定 の内容 につ い て ,一般 消費者 は理解 す る こ

とが可能 で しょ うか。
本年 6月 1日 か ら,消 費者 契約 法 3条 1項 2号 の事 業者 の情報提供 義務 が

「個 々の消費者 の年齢 ,心身 の状態 ,知識及 び経 験 を総合 的 に考慮 した上 で ,

消費者 の権利 義務 その他 の消費者 契約 の内容 につ い て の必要 な情報 を提 供す
る こ と。 」 と改正 され て施行 され てい る状況 で もあ ります ので ,い っそ う消

費者 に とって わか りやす い規 定 とす る こ とが求 め られ てい ます。
特 に,JK前 撮 りにつ いて は ,貴社 の HPで の案 内 を見 る と,繰 り返 し 「無

料 」 と謳 われ てい ます ので ,充 分 な説 明が なけれ ば消費者 に誤解 が生 じかね

れます。
貴社において,仮 に貴社が示 したキャンセル料の変更案を導入す
費者への説明はどのような形でされることを想定しているのかを
す。

2.契 約 か ら成 人 の 日の役務提供 までのオ既要 図 を示 していただ きま した が ,こ
こにあ る とお り,各段 階 で費用 が発 生す るこ とは理解 で きます。

ただ ,そ うで あれ ば , 1。 とも関連 します が ,こ れ らの各段 階 を経 たか否
かで キャ ンセル料 を設 定す る方 が,(基 準 日の 「12か 月前」 「8か月前 」 な
どで 区分 す る よ りも)消 費者 に とつて理解 しや す い キ ャンセル料 の規 定 とな
る もの と思 われ ます。

そ こで ,そ の よ うな規 定 を検討 され るご予 定 は ないかお尋 ね します。
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以上 2点 につ き,1か 月 をめ どに ご回答 いただ けれ ば幸 いです。
敬 具


